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１ 趣旨 

栃木県那須郡那珂川町（以下「町」という。）は、自由な発想により地域活性化等

の有効な活用方法の提案を求め、未利用公共施設の更なる利活用を進めるため、公募

型プロポーザルにより借受候補者の特定を行う。 

 

２ 本プロポーザルの概要 

⑴ 対象物件 

名 称 旧健武小学校 

所在地 栃木県那須郡那珂川町健武 2077-3 

 ⑵ 貸付期間  

  契約締結日から令和１１年３月３１日まで。 

  ただし、審査の結果契約期間を短縮する場合がある。 

 ⑶ 貸付料 

   那珂川町公有財産貸付事務処理要領に基づき算定した額 

   830,632円（年額、消費税込み） 

ただし、那珂川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例及び同条例施

行規則に定めるところにより、減額する場合がある。 

 ⑷ 貸付条件 

町は、貸付物件について修繕義務を負担しないものとし、借受人は、貸付物

件を安全に使用するために必要な一切の修繕及び維持管理を自らの負担と責任

で実施するものとする。借受人が実施する修繕の範囲は、貸付物件に係る大小

全ての修繕（主要構造部分、給排水設備、空調設備、電気設備及び機械設備等

の付帯設備、屋根及び壁等に係る修繕を含む。）であり、その原因が、通常損

耗によるものであるか、貸付物件の老朽化、天災その他の事由による損壊等を

含む通常損耗以外の原因によるものかを問わない。 

 

３ 対象物件の事前調査・確認 

 ⑴ 対象物件の調査の原則 

   応募者は、企画提案書を作成するために、必要な調査を自ら行わなければな

らない。 

 ⑵ 対象物件の現地確認 

   応募者は、参加意向申出前に、企画する事業に必要な事項について以下のと

おり確認すること。 

  ア 対象物件の状態、図面の有無等を確認すること。なお、保管している図面

等を開示するが、この図面等は必ずしも物件の現状を表しているものではな

いことに留意し、その確認が必要な場合は応募者が自ら調査を行うこと。 

  イ 対象物件の飲料水・生活用水の供給施設、汚水処理施設、電気配線等の状

況については、自ら調査を行うこと。また、施設までの接続の可否や利用を

開始する方法についてはサービス提供者へ確認すること。 

  ウ 増築、改築、工作物の設置等に関する法令上の規定、消防設備等の必要な

点検、用途変更の手続き、その他、事業に際して必要な条件や規定について
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は、自ら調査し、関係機関等に確認すること。 

 

４ 参加に係る手続き 

 ⑴ 参加に係るために必要な資格 

  次に掲げる要件を満たす者とする。 

  ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

  イ 法人、団体若しくは個人が提案した事業を自ら実施する者であること。 

  ウ 国税、都道府県税及び市町村民税に滞納がない者であること。 

  エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

  オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第

６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５

年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有す

る者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役

若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）と

なっている法人その他の団体に該当しない者であること。 

 ⑵ 参加資格の確認に必要な書類の提出（参加意向の申し出） 

   応募者は、本要項等に記載の条件を十分に理解し、これに承諾して、次によ

り必要な書類を提出すること。 

  ア 提出書類 

   a 参加意向申出書（様式１） 

      b 別紙１に掲げる参加資格確認に必要な書類 

      c 企画提案書（様式２） 

  イ 提出方法 

   本プロポーザル担当窓口まで持参、電子メール又は郵送で提出すること。 

 

５ スケジュール 

内容 日程 

参加意向受付期限 令和８年４月２０日（月）まで 

企画提案書提出期限 令和８年４月３０日（木）まで 

ヒアリング実施・借受候補者特定 令和８年５月１２日（火） 

契約締結 令和８年５月１２日（火）以降 

  

６ 審査の手続き及び借受候補者の特定 

 ア 企画提案書の審査 

応募者のうち、４の参加資格を満たした者の提案書に基づき、プレゼンテー

ション及びヒアリングを行い、審査委員会において審査を行う。審査は、提案
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書について、別紙２「評価基準」に基づき行う。 

 イ 使用言語及び単位 

応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4年法律第 51号）

に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用する。 

ウ 借受候補者の特定 

審査委員会において、最も優れている審査対象者を借受候補者として特定し、

契約締結に向けた必要な協議を行う。なお、この協議において、借受候補者か

らの企画提案書の内容の変更は、原則として認めないものとする。 

応募者が１者のみの場合は、審査委員会において借受候補者としての適否を

審査のうえ、借受候補者とすることができる。 

エ 審査結果の通知及び公表 

町は、借受候補者の決定後、その結果を応募者に対して文書で通知するとと

もに、町ホームページで公表する。 

なお、審査に関する問合せ及び審査結果に対する異議を申し立てることはで

きない。 

 

７ 契約の締結等 

 ⑴ 町と借受候補者は、貸付期間等の必要な事項を協議した上、貸付契約を締結

する。この協議において、借受候補者からの企画提案書の内容の変更は、原則

として認めない。 

 ⑵ 借受候補者と契約締結に至らなかった場合は、審査の結果次順位となった者

を新たな借受候補者として手続きを行うものとする。 

 

８ 本プロポーザル担当窓口 

 〒３２４－０６９２ 

 栃木県那須郡那珂川町馬頭５５５ 

 那珂川町総務課管財係 

 電話：０２８７－９２－１１１１ 

 FAX： ０２８７－９２－ 

 ﾒｰﾙ： kanzai@town.tochigi-nakagawa.lg.jp 
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別紙１ 

参加資格審査に必要な添付書類一覧表 

 提出書類 備考 

１ 参加意向申出書（様式１）  

２ 履歴事項全部証明書 法人の場合に添付。証明日は３ヶ月以内の

日付であること。 

３ 定款の写し 法人の場合に添付。 

４ 貸借対照表・損益計算書 法人の場合に添付。直近決算１ヶ年分 

６ 団体等の規約 団体の場合に添付。 

７ 団体等の構成員名簿 団体の場合に添付。 

８ 団体等の事業報告書・決算書 団体の場合に添付。直近決算１ヶ年分 

９ 国税、都道府県税及び市町村民

税の納税証明書 

過年度分を含めて未納がないことを証明す

るもの 
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別紙２ 評価基準 

 

１ 評価項目及び配点 

評価項目 評価の視点 配点 

１．利用に関する基本的な考え方 45 

 未利用公共施設利活用の効

果及び実現性 

提案する事業が、未利用公共施設利活

用の効果と実現性の視点で評価する。 

30 

提案する事業の継続性 提案する事業が、契約期間を通じて行

われるか、継続性の視点で評価する。 

15 

２．施設の維持管理 20 

 適切な維持管理 保守点検、修繕等を通じて施設を適切

に利用する計画となっているか、妥当

性の視点で評価する。 

20 

３．地域環境への配慮 20 

 地域社会との調和・交流 地域社会との調和について配慮や地域

交流の取り組みを、協調性の視点で評

価する。 

10 

周辺環境への配慮 日陰、光害、臭気、振動、景観、交通

等近隣への配慮がなされるか、的確性

の視点で評価する。 

10 

４．利用の体制 15 

 審査対象者の物的・財政的

能力 

契約期間を通じて、安定的な利用を行

っていくだけの人的基盤や財政的基盤

を有しているか、適格性の視点で評価

する。 

5 

地域での活動拠点・協力体

制 

物件の利用にあたり、地域団体等との

連携や協働の体制があるか、確実性の

視点で評価する。 

5 

提案内容に関する類似実績 提案内容と類似の利用実績があり、今

回の提案に活かすことが見込めるか、

確実性の視点で評価する。 

5 

計 100 

 

２ 点数の基準 

  評価項目ごとの採点は、評価項目の配点に下表の評価基準による乗率を乗ずる

ことにより算出する。 

評価基準 
特に優れて

いる 
優れている 

標準的で 

ある 

やや不十分

である 

不十分 

である 

乗率 100％ 80％ 60％ 40％ 20％ 
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様式１ 

  年  月  日 

 

参加意向申出書 

 

所在地又は住所 

                商号又は名称 

                代表者職氏名 

 

 

 

  旧健武小学校貸付に関する公募型プロポーザルの参加を申し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   【担当者】 

                    所属 

                    氏名 

                    電話 

                    FAX 

                    ﾒｰﾙ 

  



 

 

8 

 

様式２ 

                              年  月  日 

 

企画提案書 
 

 

所在地又は住所 

                商号又は名称 

                代表者職氏名 

 

 

 

  旧健武小学校貸付に関する公募型プロポーザルの企画提案書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   【担当者】 

                    所属 

                    氏名 

                    電話 

                    FAX 

                    ﾒｰﾙ 
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【企画提案書（本文）について】 

以下の項目について説明する資料を作成し、様式２を表紙として作成すること。

内容については、募集要項別紙２ 評価基準を参考に作成すること。 

 

〈記載項目〉 

１ 企画事業の内容 

２ スケジュール 

３ 収支計画・資金計画 

４ 施設の維持管理に関する計画 

５ 地域環境への配慮 

６ 利用の体制 

 

 ※自由書式とするが、以下の留意点を遵守すること。 

 ・上記の記載項目ごとに、番号と項目名を明記すること。 

 ・各項目について簡潔に記載すること。 

 ・配置図や平面図等で、利用の内容が簡潔に分かるものを添付すること。 

 ・原則としてＡ４サイズとするが、図面についてはＡ３サイズも可能とする。 

 ・文書を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可能とする。 
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物件調書 

物件名称 旧健武小学校 

土地 

土地地番 台帳地目 土地面積 

栃木県那須郡那珂川町健

武 2077-3 

学校用地 10,963.00㎡ 

栃木県那須郡那珂川町健

武 2166 

雑種地 1,703.00㎡ 

土地面積合計 12,666.00㎡ 

建物 校舎（管理棟） 木造 ２階建 延床面積 949㎡ 

校舎（普通教室） 木造 ２階建 延床面積 397㎡ 

校舎（給食室） 木造 平屋建 延床面積 74㎡ 

校舎（便所） 木造 平屋建 延床面積 31㎡ 

都市計画

による制

限 

都市計画区域 都市計画区域外  

用途地域 — 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

土砂災害

警戒区域 

土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域に一部該当 

道路 東側 幅員約３.０ｍの公衆用道路 

供給施設

状況 

上水道 那珂川町上水道 

下水道 無（合併処理浄化槽） 

電気 東京電力、他 

ガス プロパンガス（個別） 
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外観  

内観  
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航空写真  

平面図  

 

 


